
  平成３０年第２２回選挙管理委員会定例会会議録 

   

開催日時 

                       午前９時００分から 

  平成３０年６月２６日（火）                 

午前９時３０分まで 

出 席 者 
委 員 西村委員長、織田職務代理、伊田委員、與川委員 

事務局 井山局長、油川次長、水越担当係長、野村主査 

開催場所 選挙管理委員会室 傍聴人      なし 

委 員 長 これから平成３０年第２２回定例会を開会いたします。 

  議案第３０号 当選人の告知について 

局  長 （別紙により、当選人の告知について説明し、決定を受けた。） 

  議案第３１号 当選人の告示について 

局  長 （別紙により、当選人の告示について説明し、決定を受けた。） 

伊田委員  当選告知書に記載されている兼業禁止の規定は、どのような内容なので 

 すか。 

局  長  区と請負関係にある者は、当選の告知を受けた日から５日以内に、請負 

 関係を持たなくなった旨の届出をしないと、その当選を失うことになりま 

 す。 

担当係長  これは、選挙管理委員会による調査に基づくものではなく、当選人が自 

 己申告する形になります。 

 報告事項２２－１ 選挙結果の報告について 

局  長  （別紙のとおり、選挙結果の報告について説明し、報告した。） 

委 員 長  選挙長が選挙録を選挙管理委員会あてに送付することについて、その根 

 拠はどこに定められていますか。 

担当係長  公職選挙法施行令の第８５条に、選挙録の送付について規定されていま 

 す。 

與川委員 公費負担の制度について、供託物を没収された場合の適用はどうなるの 

 ですか。 

局  長 供託物の没収者は、公費負担について区あての請求は行えません。 

  報告事項２２－２ 当選証書の付与について 

局  長  （別紙のとおり、当選証書の付与について説明し、報告した。） 

  その他・日程等について 



局  長  （今後の委員会日程等について確認を行った。） 

委 員 長 他に質問がなければ、本日の委員会を閉じます。 

 

 


